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横 浜 市 教 育 委 員 会 

臨時会議録 

 

 

 

  １ 日  時  令和２年１月24日（金）午前10時00分 

 

  ２ 場  所  教育委員会会議室 

 

  ３ 出 席 者  鯉渕教育長 大場委員 宮内委員 中村委員 森委員 木村委員 

 

  ４ 欠 席 者  なし 

 

  ５ 議事日程  別紙のとおり 

 

  ６ 議事次第  別紙のとおり 
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教 育 委 員 会 臨 時 会 議 事 日 程 

 

令和２年１月 24日（金）午前 10時 00分 

 

１ 会議録の承認 

 

２ 一般報告・その他報告事項 

  令和２年「成人の日」を祝うつどいについて（結果報告） 

  学校運営協議会の設置について 

 

３ 審議案件 

教委第 54号議案 横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の 

一部改正について 

教委第 55号議案  横浜市立学校統括校長等設置規則の一部改正について 

教委第 56号議案  令和２年度歳入歳出予算案に関する意見の申出について 

教委第 57号議案  令和元年度一般会計予算案（２月補正）に関する意見の申出について 

教委第 58号議案  令和元年度横浜市教育委員会表彰に係る被表彰者の決定について 

教委第 59号議案 令和元年度横浜優秀教員表彰に係る被表彰者の決定について 

教委第 60号議案 横浜市職員定数条例の一部改正に関する意見の申出について 

教委第 61号議案 教職員の人事について 

 

４ その他 
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鯉渕教育長 

 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

小椋教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［開会時刻：午前10時00分］ 

 

 

 それでは、ただいまから、教育委員会臨時会を開会いたします。 

 初めに、会議録の承認を行います。12月20日の会議録の署名者は大場委員と宮

内委員です。会議録につきましては、既にお手元に送付してございますが、字句

の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、承認いたします。字句の訂正がございましたら、後ほど事務局まで

お伝えください。 

 なお、１月10日の教育委員会定例会の会議録につきましては、準備中のため、

次回以降に承認することといたします。 

 次に、議事日程に従い、教育次長から一般報告を行います。 

 

【一般報告】 

 

 １ 市会関係 

 

 教育次長の小椋です。それでは、報告いたします。 

 まず、市会関係ですが、前回の教育委員会定例会から本日までの間の報告事項

はございません。 

 

 ２ 市教委関係 

 （１）主な会議等 

   ○１／16 第63回横浜市学校保健大会 

   ○１／21 令和元年度第２回指定都市教育委員会協議会 

 （２）報告事項 

   ○令和２年度「成人の日」を祝うつどいについて（結果報告） 

   ○学校運営協議会の設置について 

 

 次に、市教委関係の主な会議等ですが、１月16日に、第63回横浜市学校保健大

会が南公会堂で開催され、鯉渕教育長が出席し、挨拶いたしました。この大会

は、生涯を通じて健康でたくましく生きる児童生徒を育成するため、学校保健の

充実発展に資することを目的に、毎年行っているものでございます。 

 １月21日に、令和元年度第２回指定都市教育委員会協議会が東京都の都市セン

ターホテルで開催され、鯉渕教育長が出席いたしました。協議会では、令和２年

度文教予算に対する要望活動等の報告についてなどの協議が行われ、分科会で

は、教育の情報化の推進についてをテーマに意見交換が行われました。 

 次に、報告事項として、この後、所管課から２点、報告させていただきます。

まず、１点目ですが、令和２年「成人の日」を祝うつどいについて、次に、学校

運営協議会の設置について、報告させていただきます。 

 私からの報告は以上です。 
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鯉渕教育長 

 

 

 

渡邊生涯学習

担当部長 

 

宮田生涯学習

文化財課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告が終了いたしましたが、何か御質問等はございますか。 

 特になければ、次に令和２年「成人の日」を祝うつどいについて、所管課から

御報告いたします。 

 

 生涯学習担当部長の渡邊です。令和２年「成人の日」を祝うつどいについて、

結果を課長から報告いたします。 

 

 生涯学習文化財課長の宮田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そ

れでは、お手元の資料を御覧ください。令和２年「成人の日」を祝うつどいにつ

いて、結果報告を申し上げます。これまでの課題を踏まえまして、令和２年「成

人の日」を祝うつどいを資料のとおり開催しましたので報告いたします。 

 まず、「１ 式典概要」でございます。日時は令和２年１月13日でございます。

実時間でございますけれども、午前中の第１回は10時39分から11時28分、午後の

第２回は14時30分から15時19分でございました。いずれも所要時間は49分間でご

ざいました。場所は横浜アリーナでございます。 

 第１回目の対象者数は１万9,025人でございます。そのうち参加者数は１万

2,111人、参加率は63.7％でございました。第２回目の対象者数は１万8,300人、

参加者数は１万2,764人、参加率は69.7％でございます。合計の対象者数は３万

7,325人、参加者数は２万4,875人、全体の参加率は66.7％でございます。表の右

端に昨年度の対象者数、参加者数を掲載しておりますが、若干の減でございまし

た。 

 次第は２部構成でございまして、第１部は式典でございます。内容は、国歌斉

唱、市長・議長からの祝辞、来賓・主催紹介、新成人の誓いでございます。第２

部は、横浜市「成人の日」記念行事実行委員会が企画しました「平成の振り返

り」と市歌斉唱を行いました。 

 次に、「２ 見直し内容」についてですが、３点ほどございます。まず、

「（１）会場レイアウトの変更」です。レイアウト図を併せて御覧ください。ア

リーナに入場しました会場の新成人が、昨年までは全員が着席できないという課

題がございましたので、それを踏まえまして従前のステージを廃止し、会場の全

エリアを客席として使用しました。座席数を約2,500席増やしました。その結果、

先ほど申し上げました参加者数の全員が着席する状況を作っております。左の絵

が昨年の図でありまして、右の絵が今年度のレイアウト図でございます。参考と

しまして、今回の会場の様子の写真を２点ほど付けさせていただいております。 

 裏面を御覧ください。見直し内容の２点目でございますが、「（２）警備体制

の強化」を図りました。警備員を約400人から約580人に、180人ほど増やしまし

た。飲酒検査をはじめ、警備体制を強化しております。 

 見直しの３点目ですが、「（３）式典内容の変更」でございます。今年度は、

新成人で構成される実行委員会から、令和初の成人式ということで、新しい内容

にしたい、出席した新成人も参加できる内容にしたいといった要望がございまし

て、実行委員とともに企画内容を検討いたしました。今年度の企画は、横浜にゆ

かりのある複数の著名人からの応援メッセージを織り込んだ内容とし、企画の最

後に４匹のピカチュウが登場しました。また、当日会場で配布する記念冊子にも

応援メッセージをいただきました。御協力いただいた方は記載のとおりでござい

ます。この複数の著名人からの応援メッセージは御本人出演のビデオメッセージ

でございまして、そちらを場内で流しました。 

 また表面を改めて御覧いただきたいのですが、右下の写真で、中央に東西南北

の４面にモニターがございます。こちらに大写しでビデオメッセージを流してお
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鯉渕教育長 

 

大場委員 

 

 

 

 

渡邊生涯学習

担当部長 

 

 

大場委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

ります。なお、モニター真下に近い座席の参加者は大型モニターを見上げること

がかないませんので、それをカバーするために、この写真では見えにくくて恐縮

ですが、座席の東西南北の壁面に２面ずつ、計８面の中型のモニターを配置しま

して、参加者全員がしっかりと映像を見られるような形にしております。 

 恐れ入ります、また裏面を御覧いただけますでしょうか。「３ 第１回の式典妨

害行為について」の報告でございます。式典開始前にボックス席下の２階席に、

ステージによじ登ろうとする新成人が集まっていたことから、式典を９分遅れの

10時39分に開始いたしました。以降、式典終了まで、一部新成人によるステージ

によじ登ろうとする行為や一部新成人の暴力、爆竹の使用などがありましたが、

市職員及び警備員による対応と警察の協力によりまして、ステージヘの侵入及び

式典中断には至りませんでした。なお、従事者及び新成人が負傷したとの報告は

ございません。 

 以上が本年度の「成人の日」を祝うつどいの結果報告でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

 説明が終了しましたが、何か御質問・御意見等はございますか。 

 

 私のほうからは最初に質問ですけれども、たまたまわずかですが、参加率が前

年に比べて落ちています。第１回は大分落ちていますが、第２回は逆転していま

す。例年の参加率は大体66～67％前後ですか。ここ数年の傾向だけ先に伺ってお

きたいと思います。 

 

 例年の参加率は約70％弱ということで、今年は少し落ちましたけれども、ほぼ

例年どおりという参加率です。大都市の成人式としては非常に高い参加率になっ

ております。 

 

 ありがとうございます。ここからは、私も２年続けて出させていただいて、感

想なので別に答えを求めるものではありませんが、裏側の式典内容の変更でいろ

いろ新成人の実行委員の皆さんが練った上で、今回はこういうクイズ形式で新成

人を祝うというパターンで登場してもらいました。私の年代からすると、お叱り

を受けるかもしれませんが、少し芸能ネタに特化し過ぎているのではないかとい

う気が私はしました。それは私だけの感想です。 

 あとは、警備体制の強化ということも非常に気になります。たまたま私も午前

中の第１回のほうを拝見させていただいて、２年連続で第１回はいつも会場の中

で暴れてしまう新成人たちがいます。趣旨からして、私も成人の日を横浜市民み

んなで、家族の方も含めて祝うというつどいに、どうしても一部ろうぜきを働く

新成人がいて、今回もまたいろいろ暴れました。教育委員会の職員もそうです

し、警備員の方もそうですし、警察の皆さんにも御協力いただいているのです

が、せっかくみんなでお祝いをするという趣旨の祝日を、休日出勤してまでこう

いう警備のことで神経をすり減らさなければいけないというのは非常に残念なこ

とだと思いますし、また、暴れるだろうという光景をメディアの方は必死になっ

て撮影しようと思って身構えています。何か非常に私も違和感を強く感じまし

た。ぜひこういう警備が全くいらないようなお祝いのつどいに早く転換できるよ

うに、まずもって参加者の自重を促したいと思いました。私の感想です。 

 

 ほかに何かございますか。 
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中村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

木村委員 

 

 

 

 

宮田生涯学習

文化財課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 ありがとうございました。私も昨年、今年と出席させていただきましたが、毎

年、教育委員会の皆様が朝から一日お疲れさまですという気持ちで、本当に大変

だったかなと思いました。感謝したいと思います。実行委員の方がすごく工夫し

て、どうしたら参加される方の興味・関心をつなぐことができるかなということ

で、こういう構成にしたのだろうなと思いました。見ていて、確かに昨年度より

も、参加された方々が最後まで集中して参加されていたかなと。一部の方を除け

ば、本当に皆さんが楽しんで参加していられたのかなという思いで、そこは実行

委員の方々のアイデアが良かったのかなと思いました。 

 その反面、成人となられた人たちであるのに、短いサイクルで畳みかけるよう

に次から次へと展開していかないとなかなか興味・関心がつながっていかないの

かなということでは、ちょっと複雑な思いもしながら見させていただきました。

ディズニーランドで成人を祝う会をやる都市もあるので、ピカチュウが出てくる

のもそれと似たような取組なのかなと思いつつ、先ほど大場委員も言われました

けれども、成人の日を祝うつどいなのか、成人を楽しむつどいなのか、この会そ

のものの在り方というか、意味というか、そういうものを考え直していく時期な

のかなというのは以前からずっと言われていることですが、それによって会のあ

りようというのも随分変わってくるのではないかなと思います。 

 それから、大学１年生の学生とかに聞くと、この成人式というのは選挙権とは

別に20歳になってからやってほしいということをすごく切実に言っています。で

すから、また祝うつどいの在り方を考えるときに、ぜひ対象となる人たちの声も

多く聞いていただいて、考えていただきたいなと思います。以上です。 

 

 ほかに。 

 

 本当にお疲れさまです。多分、日本で一番大規模だと思います。よく出てくる

のは本当にネガティブなことばかりですが、ここでいいところ探しではありませ

んけれども、今年度やった中でこれが良かったと、ぜひ次に生かしたいというこ

とがあったら、端的にお願いしたいです。 

 

 そういった意味では、大人になったという式典でありますので、これは例年ど

おりではありますが、第１回目と第２回目で別々の新成人がそれぞれ第１部で、

新成人の誓いをしっかりとした自分の言葉で代表して話されたことは、まずは良

かったかなと思っております。 

 それから、第２部では、実行委員会のほうで、令和初の成人式ということもあ

りますし、新しい内容にしたいということと、出席した新成人も参加できる内容

にしたいという要望があって、その形はクイズ形式だったのですが、それに参加

者全員が参加することによって、先ほど集中が途切れなかったというお話がござ

いましたけれども、興味をつなぎながら、自分たちが育ってきた平成を振り返

り、その中でピカチュウもぜひというお話もありました。委員の先生方それぞれ

の学生時代のヒーローだとかキャラクターがあったと思いますが、彼らにとって

みればピカチュウがそうだったのです。そういった意味では、実際に登場しても

らって、ピカチュウから応援メッセージをもらったということは、他の著名人の

方の応援メッセージも含めて、非常に喜んで楽しんでいただけたかなということ

を、新成人の実行委員の皆さんは思っていると思います。 

 

 よろしいでしょうか。 

 特になければ、次の学校運営協議会の設置について、所管課から報告させてい
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直井学校教育

企画部長 

 

 

勝俣学校支

援・地域連携

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

直井学校教育

企画部長 

 

 

 

 

 

勝俣学校支

援・地域連携

ただきます。 

 

 おはようございます。学校教育企画部長の直井でございます。それでは、学校

運営協議会の設置について、学校支援・地域連携課長から報告させていただきま

す。 

 

 学校支援・地域連携課長の勝俣でございます。まず、「１ 趣旨」を御覧くださ

い。令和元年７月以降の学校運営協議会の設置について報告させていただきま

す。 

 次に「２ 学校運営協議会の設置校 （１）令和元年７月１日付」を御覧くださ

い。設置校は６校になります。並木第一小学校、谷本小学校、つつじが丘小学

校、さつきが丘小学校、矢部小学校、泉が丘中学校の６協議会になります。続き

まして、「（２）令和元年10月１日付」を御覧ください。設置校は７校になりま

す。馬場小学校、みなとみらい本町小学校、港南台第二小学校、仏向小学校、新

石川小学校、倉田小学校、笠間小学校の７協議会になります。10月１日付が年度

最後の設置になりますので、10月１日現在の累計であります223校、184協議会が

今年度までの累計となります。 

 「３ 今後の予定」を御覧ください。学校運営協議会の令和元年度の実施報告に

ついては、令和２年６月ごろまでに報告させていただく予定です。説明につきま

しては以上でございます。 

 

 説明が終了しましたが、何か御質問等はございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは議事日程に従い、審議案件に移ります。まず、会議の非公開につい

て、お諮りします。教委第56号議案「令和２年度歳入歳出予算案に関する意見の

申出について」、教委第57号議案「令和元年度一般会計予算案（２月補正）に関

する意見の申出について」、教委第60号議案「横浜市職員定数条例の一部改正に

関する意見の申出について」は議会の審議案件のため、教委第58号議案「令和元

年度横浜市教育委員会表彰に係る被表彰者の決定について」は個人情報を含む案

件のため、教委第59号議案「令和元年度横浜優秀教員表彰に係る被表彰者の決定

について」、教委第61号議案「教職員の人事について」は人事案件のため、非公

開としてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、教委第56号議案から教委第61号議案は、非公開といたします。 

 議事日程に従い、教委第54号議案「横浜市立学校における学校運営協議会の設

置等に関する規則の一部改正について」、所管課から御説明いたします。 

 

 学校教育企画部長の直井でございます。それでは、教委第54号議案について、

御説明を申し上げます。１枚おめくりいただき、２ページを御覧ください。提案

理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴

い、横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の一部を改正し

たいので提案させていただくものでございます。詳細につきましては、学校支

援・地域連携課長より御説明申し上げます。 

 

 学校支援・地域連携課長の勝俣でございます。それでは、資料を使いまして説

明させていただきます。「横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関す



8 

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

各委員 

 

鯉渕教育長 

 

 

 

古橋教職員人

事部長 

 

 

 

小川教職員人
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る規則の一部改正について」です。 

 「１ 趣旨」を読み上げさせていただきます。「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部改正（令和２年４月１日施行）に伴い、横浜市立学校における

学校運営協議会の設置等に関する規則の第１条中『第47条の６』を『第47条の

５』に改めます。」 

 「２（１）地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正箇所」を御覧くだ

さい。現行の第47条の３が改正案では削除されます。それに伴い、改正案では繰

り上がります。そのため、現行では第４節 学校運営協議会について、第47条の６

に定められておりますが、改正案では第47条の５に定められることになります。 

 次に「（２）横浜市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則の改

正箇所」を御覧ください。先ほど御説明しました法律の一部改正により、アンダ

ーラインのとおり、現行では第47条の６ですが、改正案では第47条の５となりま

す。 

 一番下の「（３）施行予定日」を御覧ください。施行予定日は、法律の一部改

正の施行日と合わせまして、令和２年４月１日を予定しております。 

 説明につきましては以上でございます。 

 

 所管課から説明が終了しましたが、御質問等はございますか。 

 特になければ、教委第54号議案については、原案のとおり承認いただいてよろ

しいですか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、原案のとおり承認させていただきます。 

 次に、教委第55号議案「横浜市立学校統括校長等設置規則の一部改正につい

て」、所管課から御説明いたします。 

 

 教職員人事部長の古橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それ

では、教委第55号議案「横浜市立学校統括校長等設置規則の一部改正につい

て」、御説明いたします。詳細につきましては、教職員人事課長から御説明いた

します。 

 

 教職員人事課長の小川と申します。よろしくお願いします。 

 まず、提案理由でございます。統括校長制度を廃止するため、横浜市立学校統

括校長等設置規則の一部を改正したいので提案するものでございます。趣旨とし

ましては、現在、学校経営に関する研究ですとか、校長への指導・助言、教育委

員会の方針周知ということを目的に統括校長が設置されております。約10年が経

過し、検討した結果、この制度を廃止して、その機能等を各校種の校長会と連携

する会議で実施していくということで、今回この規則を改正させていただくもの

でございます。 

 改正内容につきましては、お手元の５ページの新旧対照表を御覧ください。現

行の横浜市立学校統括校長等設置規則の第３条に統括校長の規定がございます。

こちらの１項から３項までの規定を削除しようというものでございます。この削

除に合わせまして、規則の名称が横浜市立学校統括校長等設置規則から横浜市立

学校校長代理等設置規則に改正というものでございます。なお、こちらの改正で

ございますが、令和２年４月１日から施行しようというものでございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 
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 所管課から説明が終了しましたが、御質問等はございますか。 

 特に御質問・御意見等がなければ、教委第55号議案については、原案のとおり

承認いただいてよろしいですか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、原案のとおり承認させていただきます。 

 以上で公開案件の審議が終了いたしました。事務局から報告をお願いします。 

 

 １月21日に個人の方１名から、日の丸・君が代等に関する要望書が提出されま

した。こちらの要望書につきましては、事務局で対応を調整の上、教育委員会で

審議が必要な場合は、次回以降にお諮りしたいと思います。 

 次回の教育委員会定例会は、２月７日金曜日の午前10時から開催する予定で

す。また、次々回の教育委員会定例会は、３月６日金曜日の午前10時から開催す

る予定です。 

 

 皆様、よろしいでしょうか。次回の教育委員会定例会は、２月７日金曜日の午

前10時から開催する予定です。また、次々回の教育委員会定例会は、３月６日金

曜日の午前10時から開催する予定です。別途、通知いたしますので御確認くださ

い。 

 次に、非公開案件の審議に移ります。傍聴・報道機関の方は御退席願います。

また、関係部長以外の方も退席してください。 

 

＜傍聴人及び関係者以外退出＞ 

 

＜非公開案件審議＞ 

 

教委第56号議案「令和２年度歳入歳出予算案に関する意見の申出について」 

（原案のとおり承認） 

 

教委第57号議案「令和元年度一般会計予算案（２月補正）に関する意見の申出

について」 

（原案のとおり承認） 

 

教委第58号議案「令和元年度横浜市教育委員会表彰に係る被表彰者の決定につ

いて」 

（原案のとおり承認） 

 

教委第59号議案「令和元年度横浜優秀教員表彰に係る被表彰者の決定につい

て」 

（原案のとおり承認） 

 

教委第60号議案「横浜市職員定数条例の一部改正に関する意見の申出につい

て」 

（原案のとおり承認） 
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鯉渕教育長 

 

教委第61号議案「教職員の人事について」 

（原案のとおり承認） 

 

 本日の案件は以上です。これで、本日の教育委員会臨時会を閉会といたしま

す。 

 

［閉会時刻：午後０時１分］ 

 


